
一般社団法人　福島労働基準協会の概要
（４）安全管理者、衛生管理者、各作業主任者等に対し、再教育を実施します。

　　　また、VDT作業等新たに必要となる業務についても教育を行います。

（５）職場への巡回健康診断（定期健診、雇入時検診、特殊健診等）を健診機関に委託

　　　して実施します

することを目的として、労務管理の改善、労働災害の防止、職業性疾病の予防、労災保険 （６）職場の安全衛生管理向上のため、安全衛生大会の開催、優良事業場及び優良従業員

業務の適正化等を推進することにより、労働基準行政の運営に協力することにあります。 　　　の表彰、県内外の優良事業場の視察等を実施します。

（７）会員事業場の希望により、労務管理、安全衛生管理等について個別指導を行います。

（８）安全衛生教育用DVD、作業環境測定の照度計、騒音測定器、聴力測定器等を無料で

　　　貸出します。

　福島労働基準監督署管内（福島市・二本松市・伊達市・伊達郡・相馬郡）で労働者を （９）安全衛生ポスター、安全衛生用品や参考図書の斡旋、労働基準監督署に提出する届

使用して事業を営んでいる法人又は個人（従業員数、業種間を問わず）とします。 　　　出書類、報告用紙等の無料頒布を行い、必要な相談を受付けます。

（10）協会報を年４回発行し、法令の解説や行政機関からのお知らせ等を周知します。

　３.　事業内容
　４.　入会するには

（１）労務・賃金・安全衛生・労災保険等についての説明会や研修会を開催します。

（２）福島労働局長の登録教習機関として次の講習を実施します。受講修了者には法的 （１）事業主であれば随時入会できます。

　　　資格が与えられます。 （２）入会金は無料です。会費は従業員数によって下表のとおりとなっています。

　　　会費は年２回に分け、上期は６月末日まで、下期は１１月末日まで納入していただ

　　　　①玉掛け技能講習　②ガス溶接技能講習 　　　きます。

　　　　③小型移動式クレーン運転技能講習　④安全衛生推進者養成講習

（３）法令により事業者に義務づけられている次の業務等に係る安全衛生教育等を事業者

　　　に代わり実施します。

　　　受講者には修了証を交付します。

　　　　①安全管理者選任時研修

　　　　②自由研削と石取替業務等特別教育

　　　　③アーク溶接作業特別教育

　　　　④高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育

　　　　⑤低圧電気取扱業務特別教育

　　　　⑥クレーン運転業務特別教育

　　　　⑦ダイオキシン類作業従事者特別教育

　　　　⑧刈払機取扱作業者安全衛生教育

　　　　⑨粉じん作業特別教育

　　　　⑩有機溶剤業務従事者安全衛生教育

　　　　⑪酸素欠乏危険作業特別教育 （３）問合せ・申込先は

　　　　⑫除染等業務特別教育

　　　　⑬特定線量下業務従事者特別教育

　　　　⑭製造業職長教育 〒９６０-８０４１
　　　　⑮建設業職長・安全衛生責任者教育 福島市大町４番４号（東邦ｽｸｴｱﾋﾞﾙ2F）
　　　　⑯KYTリーダー研修 T E L　０２４-５２２-４８３４　　F A X　０２４-５２１-５３７７
　　　　⑰新入社員安全衛生教育

　　　　⑱リスクアセスメント研修

　　　　⑲局所排気装置等定期自主検査者養成講習

　　　　⑳衛生管理者能力向上教育

２５８，０００ １２９，０００

３０８，０００ １５４，０００

１，００１人　～　１，５００人

１，５０１人以上

１５６，０００ ７８，０００

２０６，０００ １０３，０００

５０１人　～　７００人

７０１人　～　１，０００人

６５，０００ ３２，５００

１０４，０００ ５２，０００

２０１人　～　３００人

３０１人　～　５００人

３２，５００ １６，２５０

７，４００ ３，７００

９，０００ ４，５００

年　　額 半　　期

２２，１００ １１，０５０

１６，９００ ８，４５０

　地域企業に働く労働者の福祉の増進、労働生産性の向上並びに企業の健全な発展に寄与

　１.　目　的

　２.　会　員

一般社団法人　福島労働基準協会

規　模　別
１０人以下

１１人　～　３０人

１５１人　～　２００人

５１人　～　７０人

７１人　～　１００人

１０１人　～　１５０人

１２，０００ ６，０００３１人　～　５０人

４５，５００ ２２，７５０
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